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1 Ha－3 住民発意型建築協定地区の特性と行政支援について

　　　（大阪府・京都府及び兵庫県の場合）

○高橋昭子　梶浦恒男　乾康代（大阪市大）

〔(社)日本家政学会

　住環境保全を目的に住民自らが発意し、合意形成を経て締結する住民発意型建築協定は、
開発時に事業主によって締結される一人協定とは異なり多くの困難が存在する。また締結
には専門的知識や情報の提供等の行政の支援のあり方が大きく関連していると考えられる。

本稿は、住民発意型建築協定地区の運営委員会や自治体を対象として実施したアンケート

及びヒアリング調査結果の報告で、①どのような地区でどのような内容で協定が締結され

たのか地区の実態や特性を捉えること、②建築協定に対する自治体の支援状況を捉えるこ
と、③締結に向け活動しながらまだ認可に至らない未認可地区の活動経緯や未認可の要因

を捉えること、を目的に分析・考察したものである。結果として、①住民発意型協定地区
は「戦前個別建設地区」「戦前条件無し開発地区」「戦後第１期条件無し開発地区」「戦
後第ｎ期条件無し開発地区」「条件付き開発地区I f≒-一人協定合意更新地区」の６タイプ

に類型化でき、地区タイプにより締結の動機や協定の制限内容等に特徴が見られること、

②一人協定と比較した場合の特性として、用途地域では無指定地域の割合が少なくむしろ
住居地域や商・工業系地域がみられること、地区の区域面積が小さいこと、協定で規定す

る建築物に関する基準項目が少ないこと、協定の有効期間が短いこと、等がみられること、
③住民発意型協定地区を多く持つ自治体ほど支援体制が整っており、忙民の締結運動が行

政支援を促したと考えられること、④未認可地区の事例分析からは協定断念地区、任意協
定締結地区、活動中地区の３種類がみられ、合意率の不足から断念した地区もあるが、任

意協定により自主的に環境コントロールを試みる事例も少なくないこと、等が分かった。

1 Ha－4 仕環境制御を目的とした自主協定に関する事例研究

　（大阪都巾圈における自主協定の特lﾐとその展開について）

○乾康代　梶浦恒舅　高橘昭子（大阪市人）

　地域の空間やコミュニティ秩序を破る開発や建築行為が増加している。本研究は、cうしtciKi兄に対し

て、住民が住環境制御を自主的に行なうことを目的および内容として運川する自主協定を取り上げる。自主

協定を取り上げるのは、住民が主体となった居住地計画を考えていくうえで。自主協定の取り組みが地域に

おいて住民共同の闘主地計画の実施、体系化に対する能力を高めること、行me対して既存制度の運川の幅

を押し広げていく力になるといり点から意義をもつと考えられるからである。1994年８月から12月にかけて

大阪府、兵庫県。京都府内の協定地区と行政へのヒアリング調杏を行なっ配結果は次の通りである。

　1）白上協定に取り組んでいるのはいずれも住居川途の住宅地で、戦前開発の住宅地および70年代以降に

計画的に開発され赳主宅地e多い。後者の化宅地ではその半数に宅地分譲条件が付されており。これを自治

会が細織的に管理しようとして始めたものである。

　2) '79年以降、とりわげ88年以降に自主協定の取り組みが増加している。協定の内容、形式からその展開

をみると／78年以前の単純な規制リストから. 協定の目的→理念→具体的規制事項の設定という体系を備え

るようになっている。さらに建築協定によって拘束力の強化をはかる地区も現れている。

　3）自主協定の運mは、地域社会における認知を広めるとともに、事前通知のほか事前協議指導等、行政か

ら一一一定の対応を引き出しており、地区住民共同の化環境制御のシステムが開かれつつある. まtc、Cの運用

の実績を通して地区の土地利川、住環境の計画としての内容が規定されつつある。
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